
事業イメージ 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
平成2８年度予算案額 515.0億円（410.0億円） 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間団体等 

補助 

事業目的・概要 
既設設備・システムの入れ替えや製造プロセスの改善等に向けた
改修、エネルギーマネジメントシステム（EMS)の導入により、工場・
事業場単位での省エネ・電力ピーク対策や事業者間の省エネ対策
を行う際に必要となる費用を補助します。 

 その際、省エネ法との連携を重視し、より高い水準の省エネの取組
を促します。また、トップランナー制度対象機器を導入する場合、
トップランナー基準※を満たす製品に対象を限定します。 
※トップランナー基準 
指定された製品のうち、その時点で最も省エネ性能に優れた製品の省エネ水準、技術
進歩の見込み等を参考に定められたエネルギー消費効率の基準 

成果目標 
平成10年からの事業であり、申請時に計画された省エネ量が実績
値としても100％を超えて確実に達成されることにより、平成42年
（2030年）省エネ目標(5,030万kl)の達成に寄与することを目
指すほか、平成29年度までに約25万klの省エネを目指します。 

事業者 

補助（1/2,1/3） 

 補助対象者 
  全業種、日本国内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主 

 補助率 
省エネ設備導入、電力ピーク対策事業 1/3以内 
エネマネ事業者を活用した事業 1/2以内 

エネルギー管理支援 
サービス事業者 

（エネマネ事業者） 

省エネ・電力ピーク対策事業 

エネマネ事業者の活用 

事業者間で一体となった省エネの取組 

工場 

トップランナー制度 
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